
令和３年４月９日 兵庫県

感染急拡大を踏まえた追加対策
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陽性者数 1週間移動平均数

現在の感染状況
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●新規陽性者数の推移

○４月５日からの「まん延防止等重点措置」の適用後も、新規陽性者が急増。変異株割合が大幅増。

４/３ ４／４ ４/５ ４/６ ４/７ ４/８ ４/９

直近1週間の陽性者数
（10万人あたり）（人） 20.6 22.7 23.0 24.8 27.0 29.0 31.6

重症病床使用率
（％）

64.6 65.5 63.7 65.5 67.2 73.2 ｰ

ステージⅢ ステージⅣ

15人以上 25人以上

20%以上 50%以上

（1/11）
255.9人

（2/28）
23.1人

●ステージ指標の推移

通常検査
実施期間

検査数に占める
変異株の割合

1/29～2/28 １１．９％

3/1～3/7 ４６．９％

3/8～3/14 ６６．４％

3/15～3/21 ７３．７％

3/22～3/28 ８１．２％

●県内の変異株状況
(1/29～3/28）

（参考）国の指標

過去最高

緊急事態宣言
（1/8～2/28）

まん延防止等→
重点措置（4/5～）



現在の感染状況②

●管轄保健所別患者数

○「まん延防止等重点措置」対象区域を中心に、感染拡大が続いている
○10代～30代の患者の割合が増えてきている。

※ 「まん延防止等重点措置」対象区域

●年代別患者数



これまでの対策（継続） 追加対策

「入口」
対策

●病床・宿泊療養施設の確保
・入院839床（うち重症116床）を確保
・宿泊療養1,000室程度を確保
・無症状者等（変異株を含む）は、医師等の判断により
入院を経ない宿泊療養を実施

●宿泊療養施設への医療ケアの拡充
・西宮市の施設に加え、姫路市の施設にも医療チーム

派遣を拡大（4/１～）

●自宅待機者の観察強化
・アプリによる健康観察、保健師などによる相談
・パルスオキシメーターを活用した家庭訪問

・病床100床程度の確保を要請（4月中）
・宿泊療養施設150室程度を追加確保（4/20運用開始）
・加古川医療C臨時重症専用病棟の供用開始（4/15～）
・この冬の最大数（324人）の2倍程度の感染者数にも
対応できるよう、病床確保計画を見直し（4月中）

・変異株患者の陰性確認のためのPCR等検査の実施

・訪問診療体制の整備（支援金：５万円/日）（4月中）
・食料品・衛生資材の配布（4/12～）

●自宅療養の実施（4/1０～）

「出口」
対策

●軽快者の転院、回復者の退院を促進
・県が退院基準満了証明を発行
・転院支援窓口を設置（受入登録病院：193病院）
・医療機関、社会福祉施設への受入協力金（10万円/人）

・受入医療機関においてクラスターが発生した場合、
重点医療機関並の空床確保料支援(301～71千円/床)

・変異株患者の退院基準を従来株並に見直し(4/8～)

新たな医療対策
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○病床等の追加確保など、「入口」「出口」対策をさらに進める。また、自宅療養を実施する。



自宅療養の実施

対象者

フォローアップ体制

スケジュール

６５歳未満の陽性者
子育てや介護等、特別な事情がある者
（いずれも、右の条件を満たす場合）

自宅療養が可能な条件

①無症状または軽症で、飽和酸素度（SpO2）が96％以上の者

②独居または同居者がいても個室隔離・消毒等の感染対策が行える者

以下の対策を健康福祉事務所等で実施

①感染予防対策の周知徹底、アプリを活用した
健康観察、保健師等による相談

②高齢者や基礎疾患を有するなど特に注意が必要な方
へは、パルスオキシメータ等を活用した家庭訪問等

③体調が悪化した場合の訪問診療の実施
④希望者へ食料品(5日分/ｾｯﾄ)・衛生資材等の配布

４月１０日から実施

○現下の感染者急増を踏まえ、フォローアップ体制を構築した上で、当面の間、自宅療養を実施

参考：陽性患者の療養区分の目安

入院
中等症以上の者。特に中等症Ⅱ以
上の者は優先して入院

宿泊療養 無症状または軽症者

医療強化型
65歳未満で呼吸不全のない中等症
患者、もしくは65歳以上の軽症者

自宅療養
65歳未満で無症状または軽症者等
で、自宅で感染対策が行える者



その他の対策（検査の強化・円滑なワクチン接種等）

●高齢者施設の従事者に対する検査
・高齢者入所施設などで集中的に実施してきた検査について、

対象施設、エリアを拡大（対象者44,000人）
これまで（3/9～3/31） 拡充（4/1～6/30）

対象施設
・高齢者入所施設
特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設など

・高齢者入所施設
左記に加え、養護老人ホーム、サ高住など

・障害者入所施設

対象地域 ・感染多発地域 ・県内全域（保健所設置市を除く）

※ 「まん延防止等重点措置」実施区域では、月２回程度の実施を目指す

●兵庫県のPCR検査能力

区分 件数／日

衛生研究所等 1,385
民間検査機関 2,440
医療機関 2,375

合計 6,200

●医療従事者向け優先接種（～6月（予定））

検査体制の強化

ワクチンの接種スケジュール等

時期 県内配送数

3/1,8の週 42箱 40,950回分
3/22,29の週 18箱 17,550回分
4/12,19の週 92箱 107,640回分
5/10の週 42箱 49,140回分

●高齢者（65歳以上）向け優先接種（～7月（予定））

時期 県内配送数

4/5,12,19の週 22箱 21,450回分
4/26の週 41箱 39,975回分
4/26,5/3の週 160箱 156,000回分
5/10,17の週 640箱 624,000回分
5/24,31の週 640箱 624,000回分

※全市町1箱
今後の市町への配分
は、高齢者人口割合、
感染状況等により検
討



飲食店等に対する営業時間短縮の要請（現時点における取扱方針）
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実施期間 ４/1(木) ～5/5（水祝） 4/1（木）～4/21（水）

対象地域 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市
阪神北地域、東播磨地域、中播磨地域

（伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、
高砂市、稲美町、播磨町、姫路市、市川町、福崎町、神河町）

要請内容

＊4/1（木）～4/4（日）は同右 ※協力金の支給
1日あたり４万円/店舗✕時短営業日数

飲食店
（宅配等を除く）

飲食店、喫
茶店 等

５時～20時の間の営
業を要請
（酒類の提供は、11
時～19時の間）

遊興施設
（飲食店営業許可店）

キャバレー、
バー、カラ
オケ店 等

飲食店
（宅配等を除く）

飲食店、喫
茶店 等

５時～21時の間の営
業を要請
（酒類の提供は、11
時～20時30分の間）

遊興施設
（飲食店営業許可店）

キャバレー、
バー、カラ
オケ店 等
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多数利用施設 内容

劇場、集会場、運動
施設、遊技場、博物
館、美術館 等

・５時～20時の間の営業（酒類の
提供は、11時～19時の間）

・イベントの開催要件の遵守
・入場者の整理誘導等の実施

物品販売業を営む店
舗（千㎡超）（生活
必需物資を除く）等

・５時～20時の間の営業（酒類の
提供は、11時～19時の間

・入場者の整理誘導等の実施

※協力金の支給
1日あたり４～２０万円＊/店舗✕時短営業日数
＊中小企業：前(々)年度の1日当たり売上高が、

・10万円以下の店舗 ：4万円
・10～25万円の店舗 ：上記売上高✕0.4
・25万円以上の店舗 ：10万円

＊大企業：売上高減少額✕0.4（上限20万円）
＜↑中小企業もこの方式を選択可＞

２兵庫県まん延防止等重点措置・時短要請等コールセンター：０７８－３６２－９９２１



まん延防止等重点措置区域への店舗見回り強化

●飲食店等における対策の徹底を図り、感染に対する県民の不安解消に繋げるため、パトロールを行う

実施期間 対象地域４月５日(月) ～５月５日（水・祝）

対象店舗

目視及びチェックリスト
アクリル板の設置、手指消毒、
食事中以外のマスク着用、換気、
営業時間等８項目

「コロナ対策認定証」
の交付

対処の改善要請
助成金の紹介

神戸市、尼崎市、
西宮市、芦屋市

委託業者調査員（県の特別職非常勤としての身分を付与）調 査 員

飲食店等 約16,000店舗

確認スキーム

チェック

1 要請された営業時間を遵守している。

2
座席配置の工夫やパーティションの設置など、密にならな
いよう、他のお客様との間隔を十分とっている。

3
空気清浄機やCO2センサーを設置するなど、定期的な換気
を行っている。

4
飲食以外の会話時でのマスクや扇子による飛沫防止の徹底
を呼びかけている。

5 手指消毒液を設置している。

6 大人数・長時間の飲食にならないよう呼びかけている。

7
体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実
行できる雰囲気を作っている。

8
上記１～７を遵守のうえ「感染防止対策宣言ポスター」を
掲示している。

休業中

～取組の８つのポイント～

×
第2弾がんばるお店・お宿応援事業
・ﾃｲｸｱｳﾄ・ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ、感染防止対策
・5～10万円/店舗



知事メッセージ 第4波危機！ 感染拡大防止緊急要請
兵庫県内の新規感染者数は増加の一途をたどり、１日の新規感染者数が一昨日は過去最多の３２８人、本日314人とな
るなど、第４波に入ったと言わざるを得ません。
それに伴い、重症病床使用率が７０％を超えるなど、医療提供体制は逼迫しており、医師や看護師の懸命な努力が続い
ています。
若い人をはじめ県民の皆様は、危機的状況下における感染防止を我が事としてとらえ、責任ある行動をとってください。

４．感染対策の徹底

令和３年４月９日 兵庫県知事 井戸 敏三

１．外出の自粛

神戸市､尼崎市､
西宮市､芦屋市

阪神北地域
（伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町）
東播磨地域
（明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町）
中播磨地域
（姫路市、市川町、福崎町、神河町）

令和3年4月5日～5月5日 令和3年4月1日～4月21日

営業時間 5:00～20:00
(酒類提供 11:00～19:00)

営業時間 5:00～21:00
（酒類提供 11:00～20:30）

（１）座席配置の工夫又はアクリル板の設置、消毒液の
設置等の感染対策を行っていない飲食店、カラオケ店
など、リスクのある場所への出入りを自粛してください
（２） 会食の歳は、次のことを必ず守ってください。
・１グループ４人単位
・大人数･長時間の飲食は控える(2次会等に行かない)
・会話の際は、扇子(うちわ)やマスク等により飛沫防止

○ 県全域での不要不急の外出・移動を自粛してください。
○ 特に大阪など、まん延防止等重点措置区域への往来は自粛
してください。

２．営業時間の短縮

○ 次の地域の飲食店等に営業時間短縮を要請しています。
○ 対象地域では、時短要請に応じていない飲食店等にみだりに
出入りしないでください。

３．飲食店等での注意

（１）家庭内での感染が５割を超えています。会食など、
感染リスクのある施設の利用後は、家族との接触に注
意し、マスクや手洗いなど、家庭内で「人にうつさない」
行動をして下さい。
（２） 職場や施設、学校等において、「マスクの着用」
「手洗い・手指の消毒」「人と人との距離の確保」など、
基本的な感染対策を徹底してください。


